
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
提
出

質

問

第

七

号

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格
買
取
制
度
に
係
る
検
討
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子

7



再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格
買
取
制
度
に
係
る
検
討
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

経
済
産
業
省
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
内
容
を
踏
ま
え
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の
総
点
検
と
必
要
な
追
加
施
策
の
検

証
を
実
施
す
る
た
め
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
小
委
員
会
を

設
置
し
た
。
同
小
委
の
検
討
項
目
例
と
し
て
「
風
力
や
太
陽
光
な
ど
電
源
毎
の
導
入
拡
大
の
在
り
方
」
と
並
ん
で
、
「
導
入
に

必
要
な
施
策
と
追
加
的
コ
ス
ト
の
分
析
」
及
び
「
固
定
価
格
買
取
制
度
の
在
り
方
」
が
挙
げ
ら
れ
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
七

日
開
催
同
小
委
の
資
料
�
）
、
さ
ら
に
は
「
買
取
価
格
の
設
定
や
接
続
ル
ー
ル
の
あ
り
方
」
（
同
資
料
�
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。ま

た
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
、
九
州
電
力
が
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
す
る
接
続
申
込
み
の
回
答

保
留
」
を
公
表
し
、
他
電
力
も
受
付
を
既
に
制
限
し
又
は
制
限
を
始
め
る
と
い
う
状
況
を
受
け
、
同
三
十
日
、
「
電
力
会
社
の

接
続
可
能
量
の
検
証
、
接
続
可
能
量
の
拡
大
方
策
等
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
た
め
」
（
同
日
開
催
新
エ
ネ
小
委
の
資
料
�
）
、

新
エ
ネ
小
委
の
下
に
系
統
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
同
小
委
は
同
Ｗ
Ｇ
か
ら
報
告
を
受
け
、

「
系
統
対
策
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果
や
費
用
負
担
の
在
り
方
等
も
考
慮
し
て
、
基
本
的
方
向
性
を
提
示
」
す
る
と
し
て
い
る

（
同
）
。

一



一
方
で
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
、
設
置
形
態
及
び
規
模
ご
と
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
達
価
格
及
び
調
達
期
間
を
定
め

る
と
し
（
同
法
第
三
条
第
一
項
）
、
経
産
大
臣
が
調
達
価
格
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
の
意

見
を
聴
き
、
か
つ
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
第
五
項
）
。
ま
た
、
経
産
大
臣
が
調
達
価
格
を
定
め
る
に
あ

た
っ
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
の
量
の
状
況
、
適
正
な
利
潤
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と
し
て
い
る

（
同
第
二
項
）
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
四
年
三
月
六
日
の
第
一
回
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
に
お
い
て
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
同
委
の
検
討

事
項
と
し
て
「
次
年
度
以
降
の
買
取
価
格
・
買
取
期
間
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
ど
う
い
っ
た
方
策
を
採
る

こ
と
が
で
き
る
か
」
及
び
「
買
取
価
格
・
買
取
期
間
の
適
用
の
タ
イ
ミ
ン
グ
」
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
法
律
上
の
審
議
事
項
で

は
な
い
が
同
法
に
か
か
わ
る
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
「
電
気
事
業
者
が
特
定
契
約
を
拒
否
で
き
る
場
合
の
事
由
、
接
続
を
拒
否

で
き
る
場
合
の
事
由
の
詳
細
」
、
「
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
設
備
の
認
定
の
要
件
の
詳
細
」
、
「
賦
課
金
の
減
免
措
置
の
適
用

対
象
に
関
す
る
具
体
的
な
要
件
」
、
「
既
存
設
備
に
対
す
る
取
扱
い
」
を
列
挙
し
、
「
ご
意
見
を
頂
け
れ
ば
大
臣
の
方
に
お
伝

え
し
た
い
」
と
し
た
（
第
一
回
同
委
の
資
料
�
及
び
議
事
録
）
。

二



し
か
る
に
、
「
平
成
二
十
六
年
度
調
達
価
格
及
び
調
達
期
間
に
関
す
る
意
見
」
を
決
定
し
た
平
成
二
十
六
年
三
月
七
日
の
第

十
五
回
会
議
以
降
、
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
が
開
か
れ
て
い
な
い
中
で
、
同
委
と
は
全
く
別
の
場
と
し
て
、
総
合
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
調
査
会
の
下
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
小
委
員
会
を
設
置
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
系
統
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
て
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
の
運
用
及
び
見
直
し
に
係
る
重
要
事
項
の
検
討
を
先
行
さ
せ
、
か
つ
、
調
達
価
格
等
算
定
委
員

会
を
関
与
さ
せ
ず
に
大
幅
な
法
改
正
の
提
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
同
法
及
び
同
法
に
定
め
る
調
達
価
格
等

算
定
委
員
会
設
置
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
著
し
く
正
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格
買

取
制
度
の
一
貫
性
及
び
安
定
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
に
つ
き
、
政
府
と
し
て
は
い
か
な
る
認
識
で
あ
る
の

か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


